
令和２年８月２６日 

四国電力株式会社 

伊方ＧＴＧ保安規定コメント回答 

 

84-15 の項目名については設備名ではなく系統を記載すべきではないか。 

各設備名称を記載することとなった当時の整理を説明すること。 

 

〇 第 84条（重大事故等対処設備）の各表項目欄は、運転上の制限の対象となる系統・機

器を記載することとしています。代替電源（交流）による給電の対応手段として、「空冷

式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電」系統および「300kVA 電源車によ

る代替電源（交流）からの給電」系統があることから、84-15の項目欄にはこれらが明確

となるよう記載したものです。 

 

 

現行の所要数の記載と基本方針の記載内容について整理すること。（空冷EGを非常用GTGの「or」

による「+α」となる設備が基本方針 5.2.2 の「+α」の記載内容と整合することを説明すること。 

 

〇 資料－１にて説明します。 

 

 

空冷 EGの点検周期を説明すること。 

 

○ 資料－２に保全計画を示します。 

点検及び試験の項目および頻度は以下の通りです。 

   機能・性能試験 １C  C:保全サイクル 

    分解点検    52M M:月 

    潤滑油入替   26M     

以 上 



非常用ガスタービン発電機および空冷式非常用発電装置に係る 

「保安規定変更に係る基本方針」に基づく重大事故等対処設備のバックアップの考え方 

１．現行保安規定における空冷式非常用発電装置の所要数とバックアップ 
〇現行保安規定における空冷式非常用発電装置（以下、「空冷ＥＧ」という。）の所要数については、
「保安規定変更に係る基本方針（以下、「保安規定基本方針」という。）」に基づき、常設重大事故等
対処設備に対する LCO 設定として、想定される重大事故等の収束に必要な容量「1 系統」を LCO と
するよう保安規定第 84 条 84-15-1 に「空冷ＥＧからの給電」系統として各原子炉運転モード（以
下、「モード」という。）に応じて以下のとおり規定している。 
・モード１，２，３，４，５および６；２台
・モード１，２，３，４，５,６以外で使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間
（以下、「モード外」という。）；１台

〇原子炉停止中のＤＧの運用について、保安規定基本方針（5.2.2 新規制基準における電源設備の位
置づけについて）においては原子炉停止中における非常用ディーゼル発電機（以下、「ＤＧ」とい
う。）の扱いとして“移動式発電装置のうち重大事故等対処設備と位置付けているものは、保安規定
他条文において、重大事故等発生時にその用途に応じた所要数量を定め運用を管理していることか
ら、本条文における非常用発電機とみなすことはできない”としている。また、“ただし、重大事故
等対処設備のうちバックアップ分（＋α）として運用を管理しているものは、別の用途に使用して
も重大事故等発生時における対応に支障はないと考えられることから、バックアップ分の設備が非
常用発電機として必要な所要の容量（当該運転モードにおける非常用ディーゼル発電機に期待され
る負荷）を有することを確認したうえで、非常用発電機とみなすことができる”としている。 
 モード５，６においては、保安規定第 84 条 84-15-1 により空冷ＥＧ２台が要求されているた

めバックアップ分がなく、空冷ＥＧは保安規定第 74 条に規定している非常用発電機とみなす
ことはできない。

 モード外においては、保安規定第 84 条 84-15-1 により空冷ＥＧ１台が要求されているため、
空冷ＥＧ１台は保安規定第 74 条に規定している非常用発電機とみなすことはできない。

 モード外において、空冷ＥＧ２台が待機状態にある場合、他のもう 1台がバックアップ分とな
り非常用発電機とみなすことができる。これにより、保安規定 74 条において所要数２基を要
求しているＤＧのうち１基を保全のために待機除外できる。

 （図－1参照） 
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〇非常用発電機の状態によるＬＣＯ判断のケースステディ 
 ３号機がモード外の状態において、３号機のＤＧ１基について保全を実施している時に空冷

ＥＧ１台が動作不能となった場合は、バックアップ分がなくなることになる。このため、保
安規定第 74 条に規定しているＤＧ所要数２基（非常用発電機１基を含めることができる）を
満たさなくなり、保安規定第 74 条におけるＬＣＯ逸脱となる。

（添付資料－１ ケース①参照） 

ただし、上記は、２号機のＤＧが非常用発電機として確保できない場合を想定した説明であり、
２号機のＤＧが非常用発電機として確保できる場合は、保安規定第 74 条について空冷ＥＧの待機状
態によるＬＣＯ逸脱の判断は必要ない。 

２．非常用ガスタービン発電機および空冷式非常用発電装置の所要数とバックアップ 

〇非常用ガスタービン発電機（以下、「非常用ＧＴＧ」という。）は、すでに許可された発電用原子炉

施設設置変更許可申請書（以下、「設置許可」という。）により重大事故等対処設備として設置して

いる。このため、保安規定基本方針に基づき保安規定第 84 条 84-15-1 に“当該設備が要求される

機能を発揮するために必要な系統”として代替電源（交流）から給電する「非常用ＧＴＧまたは空

冷ＥＧからの給電」系統についてＬＣＯを設定することとし、設置許可に基づき、以下の内容を反

映した保安規定変更について認可申請をしている。 

・モード１，２，３，４，５および６；非常用ＧＴＧ１台または空冷ＥＧ２台

・モード外；非常用ＧＴＧ１台または空冷ＥＧ１台

〇「非常用ＧＴＧまたは空冷ＥＧからの給電」系統に関する具体的な運用は、「１．現行保安規定に

おける空冷式非常用発電装置の所要数とバックアップの考え方」と同様に保安規定基本方針

（5.2.2）に基づく。

 モード５,６においては、変更後の保安規定第 84 条 84-15-1 により非常用ＧＴＧ１台または空

冷ＥＧ２台が要求されている。設置許可において、非常用ＧＴＧおよび空冷ＥＧが待機状態に

ある時、非常用ＧＴＧを優先することとしている（同時の給電はできない。）ことから、空冷Ｅ

Ｇ２台がバックアップ分となる。バックアップ分は保安規定第 74 条に規定している非常用発

電機とみなすことができる。これにより、保安規定 74 条において所要数２基を要求している

ＤＧのうち１基を保全のために待機除外できる。

 モード外において、変更後の保安規定第 84 条 84-15-1 により非常用ＧＴＧおよび空冷ＥＧ1台

または空冷ＥＧ２台が待機状態にある時、空冷ＥＧ1 台または空冷ＥＧ２台がバックアップ分

となる。バックアップ分は保安規定第 74 条に規定している非常用発電機とみなすことができ

る。これにより、保安規定 74 条において所要数２基を要求しているＤＧのうち１基を保全の

ために待機除外できる。 （図－２参照） 
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〇非常用発電機の状態によるＬＣＯ判断のケースステディ 

 ３号機がモード５，６の状態において、３号機のＤＧ１基について保全を実施している時に

非常用ＧＴＧまたは空冷ＥＧ１台以上が動作不能となった場合は、バックアップ分がなくな

ることになる。このため、保安規定第74条に規定しているＤＧ所要数２基（非常用発電機１

基を含めることができる）を満たさなくなり、保安規定第74条におけるＬＣＯ逸脱となる。

(添付資料－２ ケース①参照) 

３号機がモード外の状態において、３号機のＤＧ１基について保全を実施している時に空冷

ＥＧ１台が動作不能となった場合は、保安規定第84条に規定している所要数は満足するとと

もに、バックアップ分として１台を確保していることから、保安規定第74条に規定している

ＤＧ所要数２基（非常用発電機１基を含めることができる）を満足し、保安規定第74条にお

けるＬＣＯ逸脱とはならない。（添付資料－２ ケース④参照）なお、非常用ＧＴＧまたは空

冷ＥＧ１台について保全を実施している場合は、バックアップ分がなくなることから、保安

規定第74条におけるＬＣＯ逸脱となる。（添付資料－２ ケース⑤、⑥参照）

ただし、上記は、２号機ＤＧが非常用発電機として確保できない場合を想定した説明であり、２
号ＤＧが非常用発電機として確保できる場合は、保安規定第 74 条について空冷ＥＧの待機状態によ
るＬＣＯ逸脱の判断は必要ない。 

〇保安規定基本方針（5.2.2新規制基準における電源設備の位置づけについて）に関する運用につい

ては、これまでも社内ＱＭＳ文書に規定しており、今回の変更認可申請の内容についても適切に

反映する予定である。 

以 上 
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ケース① ケース②

運転モード モード外 モード外

74 条
DB 設備 ⾮常⽤ディーゼル発電機

所要数 2 基 2 基

D/G-3A 点検中 点検中

D/G-3B 待機中 待機中

84 条
SA 設備 空冷式⾮常⽤発電装置

所要数 1 台 １台

空冷 EG3 号 待機中 点検中

空冷 EG4 号 待機中 待機中

ケース① ケース②

空冷ＥＧ 1 台の動作不能を
仮定した場合の
LCO 逸脱の判断

74 条所要数 × ×
84 条所要数 〇 ×
LCO 逸脱 要 −

理由

空冷ＥＧ ２台のうちバックアップ
分１台を確保していることから、84
条所要数は満⾜する。空冷ＥＧのバ
ックアップ分がなくなることから、
74 条の⾮常⽤発電装置とできないこ
とから 74 条 LCO 逸脱となる。

空冷ＥＧのバックアップ分がないこ
とから、74 条の⾮常⽤発電装置とで
きる空冷ＥＧがなく、本ケースは成
⽴しない。

空冷 EG 1 台が
動作不能 ＋α(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)分

現行の保安規定における空冷式非常用発電装置の所要数と「保安規定変更に係る基本方針」の＋α(バックアップ)のケーススタディ 

添付資料―１
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ケース① ケース② ケース③ ケース④ ケース⑤ ケース⑥ ケース⑦

運転モード モード 5,6 モード 5,6 モード 5,6 モード外 モード外 モード外 モード外

74 条

DB 設備 ⾮常⽤ディーゼル
発電機

所要数 2 基 2 基 2 基 2 基 2 基 2 基 2 基

D/G-3A 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中

D/G-3B 待機中 待機中 待機中 待機中 待機中 待機中 待機中

84 条

SA 設備 ⾮常⽤ガスタービン
発電機
または
空冷式⾮常⽤発電装
置

所要数 GTG または
空冷 EG2 台

GTG または
空冷 EG2 台

GTG または
空冷 EG2 台

GTG または
空冷 EG１台

GTG または
空冷 EG１台

GTG または
空冷 EG１台

GTG または
空冷 EG１台

⾮常⽤ GTG 待機中 点検中 待機中 待機中 点検中 待機中 点検中

空冷 EG3 号
待機中 待機中 点検中

待機中 待機中 点検中 点検中

空冷 EG4 号 待機中 待機中 待機中 待機中

ケース① ケース② ケース③ ケース④ ケース⑤ ケース⑥ ケース⑦

SA 設備 1 台の動作不能を仮定した
場合の LCO 逸脱の判断

74 条所要数 × × × 〇 × × ×

84 条所要数 〇 × × 〇 〇 〇 ×

LCO 逸脱 要 − − 不要 要 要 −

理由

ＳＡ設備のバックア
ップ分がなくなるこ
とから、74 条の⾮常⽤
発電装置とできるＳ
Ａ設備がなく、74 条の
LCO 逸脱となる。

SA 設備のバックアッ
プ分がないことか
ら、本ケースは成⽴
しない。

SA 設備のバックアッ
プ分がないことか
ら、本ケースは成⽴
しない。

空冷 2 台をバックア
ップ分として確保し
ていることから、84
条所要数を満⾜する
とともに、74 条所要
数も満⾜する。

ＳＡ設備のバックア
ップ分がなくなるこ
とから、74 条の⾮常
⽤発電装置とできる
ＳＡ設備がなく、74
条の LCO 逸脱とな
る。

ＳＡ設備のバックアッ
プ分がなくなることか
ら、74 条の⾮常⽤発電
装置とできるＳＡ設備
がなく、74 条の LCO
逸脱となる。

SA 設備のバックア
ップ分がないことか
ら、本ケースは成⽴
しない。

⾮常 GTG または空冷 EG
1 台が動作不能

＋α(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)分

保安規定変更認可申請に係る「非常用ガスタービン発電機」および「空冷式非常用発電装置」の＋α(バックアップ)のケーススタディ 

（保安規定 74 条ＤＢ設備（非常用ディーゼル発電機）１基が点検中の場合） 

添付資料―２
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資料－２
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